
 

 

 

本年から 

集合形式からオンデマンド講習になります。 
※（任意受講科目は集合形式です。） 

事業主は障害者の雇用の促進等に関する法律の規定により、障がい者を５人以上雇用する事業

所においては、従業員の中から障害者職業生活相談員を選任し、その者に障がい者の職業生活に

関する相談と指導を行なわせなければなりません。 
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３. 受講までの流れ 

 

１. スケジュール 

２. 講習内容 

 （詳細は HP をご覧ください） 

  

 

長野支部では別紙のとおり 
スキルアップ講習を開催します。 

申請フォームは上記１．の 「受講を希望する回の「申込期間の日付」」をクリックす
ることでアクセスできます。 
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